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介護福祉士経過措置登録者の有効期限について 

 

 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 125 号）（以

下「新法」という。）の施行により、平成 29 年 4 月 1 日から介護福祉士養成施設卒業者も

介護福祉士となる（介護福祉士登録を受ける）には介護福祉士試験に合格しなければならな

い（新法第 39 条）こととなりましたが、新法の施行（平成 29 年 4 月 1 日）から令和 9

年 3 月 31 日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格

しなくても（不合格又は受験しなかった者）、卒業年度の翌年度から５年間は介護福祉士と

なる資格を有する者とする経過措置が設けられています。 

 介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士試験に合格していない者で介護福祉士の登録

を受けている者につきましては、令和５年４月１日以降は、その介護福祉士の登録が有効で

あるか確認する必要があります。 
 

（経過措置登録者の期限到来日） 

卒業年度 期限到来日※ 

平成 29 年度 令和 5 年 3 月 31 日 

平成 30 年度 令和６年 3 月 31 日 

平成 31 年度 令和７年 3 月 31 日 

令和 2 年度 令和８年 3 月 31 日 

令和 3 年度 令和９年 3 月 31 日 

※休業のための届出を行い、資格登録有効期限の延期が認められた場合には、上記期限到

来日に休業期間を加えた日まで 
 

介護福祉士経過措置登録者について、以下のいずれにも該当しない場合は、資格有効期限

をもって、資格取り消しとなります。 

㋐資格有効期限までの介護福祉士試験に合格 ※１ 

㋑介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年４月１日から資格登録有効期限（資格登録有

効期限を変更した場合はその有効期限）まで継続して介護等の業務に従事 ※２ 

※１ 合格通知書と一緒に「資格登録有効期限解除通知書」が郵送されるので手続き不要。 

※２ 資格継続有効期限まで継続して介護に従事した場合は、資格登録有効期限（資格有効

期限を変更した場合はその有効期限）から 14 日以内に届出書類を公益財団法人社会

福祉振興・試験センターに届出書類を提出する必要がある。 

＜資格登録有効期限が令和８年３月 31 日の場合＞ 

令和３年４月１日～令和８年３月 31 日の５年間継続して介護等の業務に従事した

場合、令和８年４月 14 日までに公益財団法人社会福祉振興・試験センターに届出書

類を提出する必要がある。 
 

 登録が有効であるかの確認法については、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホ

ームページ（https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keikakigen.html） 

（別紙１）の「登録が有効であるかの確認について」をご確認ください。 
 

※該当の従業者（介護福祉士登録証の「登録番号」がアルファベットの「E」で始まる者

（別紙２））がいる場合の県への提出書類 

①「資格登録有効期限解除通知書」が通知されている場合 

介護福祉士登録証及び「資格登録有効期限解除通知書」（別紙３） 

②「資格登録有効期限解除通知書」が通知されていない場合 

   介護福祉士登録証及び「資格登録有効期限（変更）通知書」（別紙４） 

＜経過措置登録者の確認方法＞ 

介護福祉士登録証の「登録番号」が

アルファベットの「Ｅ」で始まる者

（別紙２参照） 
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（別紙１）
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｢登録番号」がアルファベットの「Ｅ」で始まる登録者は、

介護福祉士経過措置登録者のため、資格登録有効期限を確認する。

※ 有効期限は登録証に記載がないため、次のいずれかで確認する。

・「資格登録有効期限（変更）通知書」

・「資格登録有効期限解除通知書」

ＳＡＭＰＬＥ

（別紙２）



⑦試験合格による解除 この通知書があれば登録有効
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ＳＡＭＰＬＥ

資格登録有効期限解除通知書

　

あなたが受けた社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）

第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２５号） （以下 「改正法」 という。） 附則第６条の２第１項

による介護福祉士の登録は令和

　

５年

　

３月３１日が資格登録有効期限ですが、第実施回
３０回介護福祉士試験合格により、あなたの資格登録有効期限を解除しましたので

通知します。

○

　

この通知書をお受け取りになったことによる手続きはありません。

○

　

あなたの改正法附則第６条の２第１項による介護福祉士の登録は

資格登録有効期限（５年経過日）の翌日以降も有効です。

○

　

この通知書は登録証と一緒に大切に保管してください。

（別紙３）



⑦介護等の業務に従事による解除
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資格登録有効期限解除通知書

　

あなたが受けた社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）

第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２５号） （以下「改正法」という。）附則第６条の２第１項

による介護福祉士の登録は令和

　

５年

　

３月３１日が資格登録有効期限ですが、改

正法附則第６条の３に規定する介護等の業務に従事したことにより、 あなたの資格

登録有効期限を解除しましたので通知します。

○

　

この通知書をお受け取りになったことによる手続きはありません。

○

　

あなたの改正法附則第６条の２第１項による介護福祉士の登録は

　

資格登録有効期限（５年経過日）の翌日以後も有効です。

○

　

この通知書は登録証と一緒に大切に保管してください。
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資格登録有効期限（変更）通知書

　

今般あなたが受けた社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１
号）第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する
法律（平成１９年法律第１２５号） （以下 「改正法」 という。） 附則第６条の２第
１項による介護福祉士の登録は、あなたが介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌
年度の４月１日から起算して５年を経過する日 （５年に附則第６条の４に規定する

育児休業等の期間を加えて得た期間を経過する日。 以下 「５年経過日」 という。）

にその効力を失うことが改正法附則第６条の２第２項で定められています。 あなた

の介護福祉士の資格登録有効期限は以下のとおりとなりますので通知します。

　

○

　

資格登録有効期限：１令和

　

５年 ３月３１日１

ここに記載の期日まで登録有効

○

　

あなたの介護福祉士の登録は、資格登録有効期限までの介護福祉士試験に
合格又は介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の４月１日から５年経
過日（資格登録有効期限（資格登録有効期限を変更した場合はその有効期限））

まで継続して介護等の業務に従事した場合のいずれも該当しないときは、 法

令に基づき資格登録有効期限の翌日をこ消除となります。この場合資格登録有
効期限から１４日以内に◆「資格登録失効届」を同封の上登録証を（公財）社
会福祉振興・試験センター登録部に必ず返納してください。

（別紙４）


